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令和２年１月

厚生労働省

医政局地域医療計画課

1

令和２年１月27日 規制改革推進会議医療介護WG 提出資料

資料２－１



2

救急出動件数及び搬送人員の推移

救急出動件数及び搬送人員の推移は増加の一途をたどっている。

救急救命士法の制定

（出典：「平成30年版救急・救助の現況」）

第13回救急・災害医療提供体制
等の在り⽅に関する検討会
平 成 ３ １ 年 ４ ⽉ ２ ５ ⽇

資料２
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救急隊が行った応急処置等の状況、及び救急救命士が行った特定行為等の実施状況

救急隊が行った応急処置等の状況（事故種別による分類）

救急救命士が行った特定行為等の実施状況

「拡大された応急処置等」とは、平成3年8月の「救急隊員の応
急処置等の基準」（昭和53年消防庁告示第2号）の改正により
拡大された応急処置等を指す。

（出典：平成30年版 救急・救助の現況）

• 「特定行為等」：除細動、器具を用いた気道確保、静脈路確保、薬剤（アドレナリン）
投与、血糖測定、ブドウ糖投与、自己注射が可能なアドレナリン製剤使用

• 「処置範囲拡大された行為」：平成16年から処置範囲が拡大されてきた行為（気管
挿管、薬剤（アドレナリン）投与、血糖測定、ブドウ糖投与、心肺機能停止前輸液）
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第17回救急・災害医療提供体制
等の在り⽅に関する検討会
令 和 元 年 1 1 ⽉ ６ ⽇
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救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の
指示の下に、重度傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に救急救命処置を行
うことを業とする者 （平成３年に救急救命士法により制度創設）

救急医療機関

傷
病
者
の
発
生

・救急救命士による救急救命処置

・救急隊員による応急処置

救急搬送

メディカルコントロール：医学的観点から、救急救命士の救急救命処置等の質を保障

○ 業務のプロトコールの作成

○ 医師の指示、指導・助言

○ 救急活動の事後検証

○ 救急救命士等の教育 等

○生命の危機回避、

○適切な搬送先の選定、○迅速な搬送、

○搬送途上における著しい症状悪化の回避

○傷病者の救命率の向上、
予後の向上

メディカルコントロール協議会

・医療機関（救命救急センター長など）

・都道府県・郡市区医師会

・消防機関

・県（衛生部局、消防部局） 等

救急救命士について
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救急救命士法の制定と応急処置の拡大

○ 病院又は診療所に搬送されるまでの間の傷病者に対する救急救命処置について

は必ずしも十分ではない。

平成１年

平成２年

平成３年 救急救命士法の制定

平成３年 救急隊員の行う応急処置等の基準の一部改正等について

①自動心マッサージ機
②在宅療法の継続
③ショックパンツ

④血圧測定
⑤心音呼吸音聴取
⑥血中酸素飽和度測定

⑦心電図伝送等
⑧経鼻エアウェイ
⑨喉頭鏡・マギール鉗子

応急処置の拡大（９項目）

「救急医療体制検討会小委員会」（厚生省） 「救急業務研究会」（自治省消防庁）

①医師・看護師が現場に出動して高度な応急
処理を提供するドクターカー制度の充実・医師
の判断を現場に届けるホットラインの導入

②医師の指示の下に応急処置を行う救急救命
士制度の創設・教育を受けた救急隊員に応急
処置を追加して行わせること

プレホスピタル・ケアの充実のため

①医師・看護師による救急現場への出動（ドク
ターカー方式）
②救急隊員の行う応急処置の範囲拡大

が考えられるが、①は現実には全国的展開に
限界、②が現実的かつ効果的。

法律制定の趣旨
• 救急救命処置を行うことを業とする者として救急救命士の資格を定め、
• その資質の向上をはかるとともにその業務が適正に運用されるように規律し、

もって医療の普及及び向上に寄与すること
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救急救命士とは

救急救命士法第２条第２項

・ 「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士
の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業
とする者をいう。

救急救命士法第２条第１項

・ 「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、
又はその生命が危険な状態にある傷病者（重度傷病者）が病院又
は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行わ
れる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重症傷
病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避す
るために緊急に必要なものをいう。
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救急救命士の業務独占と名称独占について

• 救急救命士は、保助看法第31条及び32条の規定にかかわらず、診療の補助として
救急救命処置を行うことを業とすることができる。（救急救命士法第43条第１項）

※ 保健師助産師看護師法第５条 看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦
に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
同法第31条 看護師でない者は、第５条に規定する業をなしてはならない。（同法32条は、准看護師）

※ 「業務独占資格は、国民の職業選択の自由を制約することとなるので、国民の生命・財産の保全を図
る上で重大な役割を果たすもの等に限定する」（「公的規制緩和等に関する答申」（昭和63年12月１日）
の考え方に沿っている。

※ その他、限定的に業務独占を有するコメディカル職種
臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士

• 救急救命士でない者は、救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならな
い。（救急救命士法第48条）

罰則
第53条 次の号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第44条第１項の規定に違反して、同項の規定に基づく厚生労働省令の規定で定める救急救命処置を行った者
二 第44条第２項の規定に違反して、救急用自動車等以外の場所で業務を行った者

第55条 次の号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
（略）
四 第48条の規定に違反して、救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用した者 7

• 限定的に業務独占を有する：救急救命業務の一部には、診療の補助行為を含む。救急救命士は、
一般的には禁止されている診療の補助行為の一部を業とする権能がある。



救急救命士が業務を行う場所の規定

救急救命士法第44条第２項

• 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって
厚生労働省令で定めるもの(「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業
務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急
用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる
場合は、この限りでない。

救急救命士法施行規則第22条

• 「救急用自動車等」とは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶
及び航空機であって、医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救
命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。

病院又は診療所

救急用自動車等
8傷病者の発生現場

救急救命士の活動範囲



除細動を特定行為から外した

気管チューブを用いた気管挿管

エピネフリン（アドレナリン）の投与

エピペン（自己注射型エピネフリン製剤）の使用

心停止前の輸液
血糖測定・ブドウ糖溶液の投与

ビデオ挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管

施行日

平成15年4月

平成16年7月

平成18年4月

平成21年3月

平成23年8月

平成26年4月

①契機 ②検討の場

① 救急救命士制度制定時から
の懸案事項

② 病院前救護体制のあり方に関
する検討会（H12)
救急救命士の業務のあり方に

関する検討会（H14)

①国会での要望 ②厚生労働科学研究

①新しい資機材に対する照会 ②救急業務高度化推進検討会

①国家戦略特区 ②救急救命士の業務のあり方に関する検討会 9

救急救命処置の範囲の見直しの経緯



医師の包括的な指示
医師の具体的指示

（特定行為）
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動
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・
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よ
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迫
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液
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救急救命処置の範囲について

※ 心肺機能停止状態の患者に対してのみ行うもの 10

（「救急救命処置の範囲等について」平成４年指第17号 改正：平成26年１月31日 医政指発0131第１号）



傷
病
者
の
発
生

・救急救命士による救急救命処置

・救急隊員による応急処置
救急搬送

メディカルコントロール

傷病者の救命率や予後の向上のため、①業務のプロトコールの作成、②医師の指示、
指導・助言、③救急活動の事後検証、④救急救命士等の教育等により、医学的観点から、
救急救命士の救急救命処置等の質を保障

メディカルコントロール体制の確保

地域メディカルコントロール協議会

（医療機関（救急医など）、郡市区医師会、消防機関、県（衛生部局、

消防部局）等）

・業務のプロトコールの作成

・医師の指示、指導・助言体制の整備

・救急活動の事後検証体制の確保

・救急救命士等の教育機会の確保

・地域の医療機関と消防機関の連絡調整 等

都道府県メディカルコントロール協議会
（医療機関（救命救急センター長など）、都道府県医師会、消防

機関、県（衛生部局、消防部局）等）

・地域のメディカルコントロール体制間の調整

・地域メディカルコントロール協議会からの報告に基づき

指導、助言 等

全国メディカルコントロール協議会連絡会

・全国の関係者間での情報共有及び意見交換の促進等

救
急
医
療
機
関
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氏 名 所 属・役 職

阿真 京子 一般社団法人知ろう小児医療守ろう子ども達の会代表

石川 広己 公益社団法人日本医師会常任理事

猪口 正孝 公益社団法人全日本病院協会常任理事

井本 寛子 公益社団法人日本看護協会常任理事

畝本 恭子 日本医科大学多摩永山病院救命救急センター長

遠藤 久夫 国立社会保障・人口問題研究所所長

大友 康裕 東京医科歯科大学大学院救急災害医学分野教授

加納 繁照 一般社団法人日本医療法人協会会長

久志本成樹 東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野教授

坂本 哲也 一般社団法人日本臨床救急医学会代表理事

島崎 謙治 政策研究大学院大学教授

嶋津 岳士 大阪大学大学院医学系研究科救急医学教授

田中 一成 一般社団法人日本病院会常任理事

野口 宏 愛知医科大学名誉教授

本多 麻夫 埼玉県保健医療部参事

森村 尚登 東京大学大学院医学系研究科救急科学教授

山崎 學 公益社団法人日本精神科病院協会会長

構成員

検討のスケジュール

（１） ドクターヘリの安全運航等の在り方を含めた救急医療提供体制の在り
方について
（２） DMAT事務局の組織・運用の在り方を含めた災害医療提供体制の在り
方について
（３） 広域災害・救急医療情報システムの在り方について

（４） その他、救急・災害医療提供体制等の在り方について

本検討会の協議事項

「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」について

• 平成３０年度から各都道府県において第７次医療計画が策定され、救急医療提供体制については地域連携の取組や救急医療機関の充実に向けた見直しを、災害医療提供体
制についてはコーディネート体制や連携体制等の構築に向けた見直し等を進めているが、更にこれらの医療の充実を図っていく必要がある。

• 救急医療については、地域の実情に応じた体制構築にあたり、出動件数が増加しているドクターヘリの安全運航の在り方や、救命救急センターを含む救急医療体制の在り方等
について検討が必要である。

• 災害医療については、今後発生が予想される南海トラフ地震、首都直下地震にも対応が可能な体制構築するにあたり、DMAT事務局の組織・運用の在り方や、広域災害・救急
医療情報システムの在り方等について検討が必要である。

• 上記を含めた、救急・災害医療提供体制等の課題について検討することを目的として、本検討会を設置する。

（※五十音順）（令和元年7月18日時点 計17名）
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趣旨

◆第１回（平成30年４月６日）

1. 本検討会開催の趣旨について

2. 救急医療に係る検討会の報告
書へ の取組状況について

3. 災害医療に係る検討会の報告
書への取組状況について

4. 災害対応における組織体制に
ついて

◆第２回（平成30年４月20日）

1. 前回の議論内容のまとめ
2. ＤＭＡＴ事務局の在り方につい
て
3. 広域災害・救急医療情報シス
テム

（ＥＭＩＳ）について

◆第３回（平成30年５月30日）

1. 前回の議論内容のまとめ

2. ドクターヘリ等多様な患者搬送
手段について

3. ドクターヘリの安全運行につい
て

◆第４回（平成30年６月21日）
1. 前回の議論のまとめ

2. 災害派遣精神医療チーム（ＤＰ
ＡＴ）について

3. 災害拠点精神科病院について

4. 災害時を想定した平時におけ
る燃料等の供給手段の確保に
ついて

◆第５回（平成30年６月21日）

1. 救急医療体制の現状と課題に
ついて

◆第６回（平成30年７月６日）

1. これまでの議論のまとめ

◆第13回（平成30年４月25日）

1. 救急医療を取り巻く課題について
2. 救急医療のデータ連携

◆第14回（令和元年５月23日）

1. 地域の医療資源の有効活用に
ついて

2. 病院の業務継続計画（BCP）の
策定状況について

◆第15回（令和元年７月18日）

1. 医療計画の中間見直しに向け
た課題について

◆第16回（令和元年8月21日）

1. 平成30年度の災害のふり返り
について

2. 医療計画の見直しにおける議
論について

◆第17回（令和元年11月61日）

1. 救急救命士の資質向上・活用
に向けた環境の整備について

2. 救急医療の現状と課題につい
て

3. 令和元年度台風第15号、第19
号への医療対応

◆第18回（令和元年11月201日）

1. 救急救命士の資質向上・活用
に向けた環境の整備について

2. 救急医療の現状と課題につい
て

3. 医療計画の中間見直しに加え
る指標について（救急医療）

◆第７回（平成30年８月１日）

1. 災害を考慮した事前体制整備
について

2. 大阪北部を震源とする地震に
おける医療対応について

3. 今後の議論の進め方について

◆第８回（平成30年９月27日）

1. 災害時情報収集体制の強化に
ついて

2. ドクターヘリの現状と課題につい
て

◆第９回（平成30年10月31日）

1. 平時及び災害時における医療体
制の全体像

2. 災害時における医療支援及び人材
養成について

◆第10回（平成30年12月20日）

1. 重要インフラの緊急点検の結果
及び対策について

2. 救急医療における評価指標の現
状と課題について

3. 地域の救急医療資源の有効活
用について

◆第11回（平成31年２月６日）

1. 災害拠点精神科病院の要件
（案）と整備方針（案）について

2. 災害医療コーディネーター及び
災害時小児周産期リエゾンの活
動要領のついて

◆第12回（平成31年３月29日）

1. 災害拠点精神科病院の要件
（案）と整備方針（案）について

2. 災害拠点病院の燃料及び水の確保
について

※赤枠：救急救命士に関する検討の回※青枠：救急救命士に関するご意見をいただいた回
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救急救命士の活用等に向けた環境整備の必要性に関する主な提言等

「救急救命士に関する意識調査」（日本救急医学会実施）結語より

• 日本救急医学会評議員が所属する救急施設（主に第三次救急
医療機関）の中で、現時点において救急救命士を雇用している
のは1/4程度であるが、救急医の約80%は病院前からの救急救

命士の活動を病院の救急救命士が継続することに肯定的で
あった。

• 「救急救命士法の改正等があった場合に」、「医師の指示の下
に」、という条件下で、今後病院内で救急救命士に希望する活
動としては、現在救急車内で可能な救急救命処置、院内急変対
応、12誘導心電図、静脈採血、薬剤投与が多かった。

• 人材確保が課題となっている救急医療の現場において、病院内
における救急救命士の活用は検討に値する課題であると考えら
れる。

医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフティングに関するヒアリング

日本救急医学会、日本救急救命士協会、四病院団体協議会の３団体が、医療機関内における救急救命士の活用に向けた救急救命士法の
改正等を要望した。

日本救急医学会からの提言（抜粋）
• 初療室での医師業務の補助を中心として、救急救命士資格者の雇用推進を提案する。
• 上記を達成するための、救急救命士法第四十四条に関する法的処置を要望する。

経済財政運営と改革の基本方針2019（抜粋）

質が高く効率的な救急医療提供体制の構築のため、救急医療のデータ連携体制の構築、救急救命士の資質向上・活用に向けた環境整備
に関し検討を行う。

日本救急医学会 働き方改革アクションプラン（抜粋）
救急救命士制度のタスク・シフティングに関する議論を推進

2018年11月

2019年６月

2019年５月

2019年７月

「救急救命士の活動の現状と今後の環境整備のための調査」（病
院前救護統括体制認定機構実施）まとめより
• 救急救命士の現状および将来に関する調査を2246名の救急

救命士に対して実施した。

• 今後、救急救命士が医療機関において救急救命処置（特定
行為等を含む）を出来るように整備した方がよい、が85％以
上を占めていた。

• その回答を選択した理由では、救急救命士資格の活用、雇用
機会の増加、医療機関であれば医師の指示を受けやすいな
どであった。

• また、これまで医療機関内での教育がないこと、MC体制が整

備されていない、医療安全上の不安、他の医療者との関係性
などについて不安に思っていることが明らかとなった。

• 医療機関所属の救急救命士の75％が処置の整備により医師

の指示を受けやすい病院では、多忙な医師らを支援し業務負
担を減らしうると考えていた。

救急救命士の活用等に向けた環境整備の必要性や、救急外来で業務を行う医師や看護師等の負担軽減の方策に関して以下のようにまとめられている。

2019年９月 四病院団体協議会 医師のタスクシフティング、タスクシェアリングについての提案書（抜粋）

現行法では業務・活動範囲が制限されており、傷病者の発生現場から救急用自動車内、医療機関に到着するまでとされている。法改正によ
り、一定の研修やトレーニングを必須とした上で、教育された医行為が場所の制限なく業務可能となることが臨まれる。
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2010年3月 日本医師会 救急救命士の業務の場所の拡大に関する「提議」（抜粋）

本提議による業務場所の拡大は、①救急隊（消防機関）の救急救命士が、患者搬送先医療機関で「救急救命処置」を行うためのもの、②救
急救命士（専門学校卒、大学卒）が、救急医療機関に就業し、自院内で「救急救命処置」を行うためのものの２点である。

第17回救急・災害医療提供体制
等の在り⽅に関する検討会
令 和 元 年 1 1 ⽉ ６ ⽇

資料
１
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救急救命士の資質を活用できると想定される場所

時系列
病院前 医療機関搬送後

集中治療を要する病態
病状安定～退院

医療提供の場
（第三次、第二次救
急医療機関を想定）

傷病者発生現場
救急用自動車
ドクターヘリ 等

救急診療を行う外来
（いわゆる救急外来）

集中治療室（ICU、HCU
等）

一般病棟

入院

救急医学を専門分野として教育されている
救急救命士の資質を主に活用しうる場は、
救急診療を行う外来（いわゆる救急外来）
ではないか。

 現行法上、救急救命士は救急救命処置は医療機関内で実施できない。（青枠）

 重度傷病者が救急車などで医療機関に搬入される際に、例えば、救急救命士が胸骨圧迫などの救
急救命処置を実施している場合などに、医療機関内の救急診療を行う外来でも継続して当該救急
救命士が胸骨圧迫などの救急救命処置を実施することを可能とすることで、切れ目のない医療の提
供が可能となるのではないか。（赤枠）

第17回救急・災害医療提供体制
等の在り⽅に関する検討会
令 和 元 年 1 1 ⽉ ６ ⽇

資料
１


